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　　　１　広報・啓発体制の整備

　　　２　住民に対する広報・啓発

　　　３　市町村による広報・啓発

　　第６節　訓練　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３９
　　第７節　備蓄　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３９
　　　１　府における物資及び資材の備蓄・整備

　　　（1）防災のための備蓄の活用

　　　（2）国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材

　　　２　市町村及び指定（地方）公共機関における物資及び資材の備蓄・整備

　　　３　近隣自治体・関係団体等と連携した備蓄・調達

第２章　避難

　　第１節　避難に関する基本的事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４１
　　　１　基礎的資料の準備

　　　２　避難実施要領のパターンの作成

　　　３　避難誘導のパターン例

　　第２節　警報　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４２
　　　１　警報等の通知先となる関係機関

　　　２　大規模集客施設等に対する警報の伝達

　　　３　市町村に対する支援

　　　４　市町村における警報の伝達

　　第３節　避難施設の指定　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４３
　　　１　指定対象施設

　　　（1）学校、公民館、集会場、体育館等（タイプ①…収容型）

　　　（2）公園、広場、駐車場等（タイプ②…集合型）

　　　（3）堅牢な建築物、地下施設（地下街、地下駅舎、地下駐車場）等（タイプ③…退避型）

　　　（4）社会福祉施設、宿泊施設等（タイプ④…福祉型）

　　　２　留意事項

　　　３　指定手続

　　　（1）指定手続

　　　（2）変更・解除手続

　　　４　指定情報の共有化と周知

（1）指定情報の共有化

（2）住民への周知

　　第４節　運送の確保　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４５
　　　１　運送事業者の輸送力の把握

　　　２　輸送施設に関する情報の把握

　　　３　運送実施体制の整備

　　　４　運送経路の確認

　　　５　武力攻撃事態等における交通規制計画

　　　６　緊急通行車両に係る確認手続の整備

第３章　救援

　　第１節　救援に関する基本的事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４７
　　　１　基礎的資料の準備

　　　２　市町村との調整

　　　３　市町村長が実施する救援

　　第２節　安否情報の収集・整理・提供　・・・・・・・・・・・・・・・・　１４７
　　　１　安否情報の収集のための体制整備

　　　２　安否情報の収集のための準備

　　　３　市町村における準備

第４章　災害対処

　　第１節　被災情報の収集・報告　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４９
　　　１　被災情報の収集・連絡体制の整備

　　　２　市町村における準備

第2節 生活関連等施設の安全確保　・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４９
　　　１　生活関連等施設の把握

　　　２　施設管理者に対する安全確保の留意点の通知

　　　３　施設管理者に対する要請

　　　４　市町村における準備

第５章　赤十字標章等及び特殊標章等の交付及び管理

　　第１節　意義　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５１
　　第２節　赤十字標章等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５１
　　　１　内容

　　　（1）標章

　　  （2）信号

　　　（3）身分証明書

　　　（4）識別対象

　　　２　交付及び管理　　

　　第３節　特殊標章等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５３
　　　１　内容

　　　（1）特殊標章

　　　（2）身分証明書

　　　（3）識別対象

　　　２　交付及び管理

	第４編　復旧等


第１章　施設の応急復旧

第１節　基本的事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５５
　１　復旧のための体制・資機材の整備

　２　応急復旧の実施

　３　通信手段の確保

　４　国等に対する支援要請

第2節 主要施設の応急復旧　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５６
　　　１　ライフラインの応急復旧

　　　２　道路の応急復旧

　　　３　港湾施設、漁港施設の応急復旧

　　　４　空港施設の応急復旧

　　　５　鉄道施設の応急復旧

第3節 輸送路の確保に関する総合調整　・・・・・・・・・・・・・・・　１５７
第2章 武力攻撃災害の復旧

第１節　国における所要の法制の整備　・・・・・・・・・・・・・・・・　１５８
第２節　所要の法制が整備されるまでの復旧　・・・・・・・・・・・・・　１５８
第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等

第１節　国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求　・・・・　１５９
　１　国に対する負担金の請求方法

　２　関係書類の保管

第２節　損失補償、実費弁償及び損害補償　・・・・・・・・・・・・・・　１５９
　１　損失補償

　２　実費弁償

　３　損害補償

第３節　総合調整及び指示に係る損失の補てん　・・・・・・・・・・・・　１６０
第４節　市町村が国民保護措置に要した費用の支弁等　・・・・・・・・・　１６０
　１　国に対する負担金の請求等

　２　損失補償及び損害補償

第4章 国民の権利利益の救済に係る手続

　　第１節　国民の権利利益の迅速な救済　・・・・・・・・・・・・・・・・　１６１
第２節　国民の権利利益の救済に関する文書の保存　・・・・・・・・・・　１６２
H17.08.10　大阪府国民保護計画(概案) (案)　　　大阪府国民保護協議会








